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　This paper aims at showing the importance of grammar instruction in developing the communicative competence of students in 

the lower secondary schools in EFL pedagogy.  First this paper shows how grammar instruction has been treated in the ‘Courses of 

Study’ with the progression of communicative language teaching in our country. Secondly we find out how grammar instruction 

was discussed in 1970's and 80's when the Notional/Functional Approach (NFA) became the main stream EFL pedagogy in Europe 

and what the ‘ Courses of Study ’ learned from NFA .  Lastly we suggest that grammar should be regarded as an independent 

entity which is not subject to language activities and that the organization of grammar should be reconstructed in terms of rich 

productivity and of discovery.

目　　次

第１章　はじめに

第２章 　コミュニケーション能力育成と中学校学習指
導要領改訂

　Ａ 　コミュニケーション志向の外国語教育への転換
過程

　Ｂ　実際の使用場面を重視する言語活動の展開

　Ｃ　実際の活用を重視する文法指導とその問題

第３章 　概念・機能的アプローチと学習指導要領の関
連

　Ａ　概念・機能的アプローチの特長と課題

　Ｂ 　概念・機能的アプローチと学習指導要領の関連
とその問題

第４章　おわりに

第１章　はじめに

　本論は，学校教育において外国語によるコミュニ

ケーション能力育成が重視されるなかで，コミュニ

ケーション能力育成において文法指導をどのように

位置づけるべきかについて検討することを目的とす

る。そのためにコミュニケーション能力育成に関する

学習指導要領の記述の推移を分析し，さらに欧州にお

ける意味伝達重視のコミュニカティヴ・ティーチング

（Communicative Language Teaching）のさきがけとなった
概念・機能的アプローチ（Notional/Functional Approach）１)

と学習指導要領の関連について分析を行う。

文科省はコミュニケーション能力を「単に外国語の

文法規則や語彙などについての知識を身に付けさせる

だけでなく，実際のコミュニケーションを目的として

外国語を運用することができる能力（文科省 2008：
7）２)
」と定義しており，本論では，伝達能力をコミュ

ニケーション能力と同義に用いる。また，概念・機能

的アプローチとは，コミュニカティヴ・ティーチング

（Communicative Language Teaching）の起点となったD. 
A. Wilkins（1976）や J. A. van Ek（1975）を基盤とす
る意味の伝達を重視する概念・機能シラバスによる外

国語教授法を指す３)
。

わが国では，1970年代後半からコミュニケーション
能力育成を志向する研究や実践が報告されていたが４)

，

一般に，コミュニケーション能力育成と文法指導とは

対立的なものとみなされることが多かった。伊村元道
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（2003）は，文法指導の置かれている状況を「逆風の中，
学校の文法はいま舞台裏でじっと身を潜めている（p. 
32）」と述べている。また，小寺茂明（1998）は，文法
指導軽視の風潮を憂いコミュニケーション能力育成と

の両立を説き，小寺（1999）や伊藤裕道（2003）は学習
文法の改善について提言している。コミュニケーション

能力育成を推進する立場からも，長澤邦弘（1989）は「文
法教育とCLTは対立するものではなく，むしろ相補的な
関係でとらえられるべきもの（pp. 46-47）」とし，高島
英幸（1995）は教室内のコミュニケーション（伝達）活
動への過度の重視には弊害があり，文法指導と伝達活動

とのバランスをとることが必要と述べている（p. 11）。
一方，欧州では，1970年代成人の初習者のために開
発された概念・機能シラバスが学校教育にも広く取り

入れられ，従来の文法シラバスにとってかわる外国語

教育の万能薬（panacea）のように期待された時期が
あった（Keith Johnson, 1983）。しかし，その後は学校
教育の初習者の指導には文法指導が欠かせないことが

認識され，概念・機能シラバスと文法シラバスをどの

ように関連付けるべきかについて議論がなされている

（Johnson and Morrow, 1981)。
文法指導とコミュニケーション能力育成の関係は，

意味伝達を主眼とする教授法における長年の課題であ

り，1998年の学習指導要領で提唱された「実践的コ
ミュニケーション能力」育成もコミュニケーションと

文法指導の課題を解決できず十分な成果をあげること

ができなかったと考えられている。そこで，本論は，

「実践的コミュニケーション能力」育成における文法

指導のどこに問題があったかを分析することが，今後

の文法指導のあり方を問い直すうえで必要であると考

えた。

本論は，外国語教育が開始されてきた中学校段階

で，①学習指導要領はコミュニケーション能力育成と

文法指導をどのように関連付けてきたか，また，②欧

州の概念・機能的アプローチは学習指導要領にどのよ

うな影響を及ぼしたかについて分析し，今後のコミュ

ニケーション能力育成における文法指導の位置づけに

ついて考察することを目的とする。

第２章 　コミュニケーション能力育成と中学校学習指
導要領改訂

本章では，「①学習指導要領はコミュニケーション

能力育成と文法指導をどのように関連付けてきたか」

について，コミュニケーション能力育成について研究

や実践が始まった1970年代後半から現在までの間に
４度改訂された中学校学習指導要領を対象として，主

として文部省『中学校指導書外国語編』（1998年以降
は『中学校学習指導要領解説』）によって分析を行う。

Ａ　コミュニケーション志向の外国語教育への転換過

程

　本節では，学習指導要領の外国語科目標を対象に，

コミュニケーション能力，コミュニケーションへの積

極的な態度，音声重視をキーワードとして学習指導要

領（以下，要領と略記）がコミュニケーション能力育

成に転換した過程を分析する。

　1977年要領では，外国語教育は学校教育の一環とし
て全人的な人間形成をねらいとすることが強調され，

コミュニケーション能力育成や積極的態度という言葉

は未だ使われず，「聞くこと・話すこと」は一つの領

域で，「読むこと」「話すこと」とともに３領域４技能

を形成し，音声重視の記述もみられない。学年ごとに

目標と内容が示され，学年で指導すべき内容が厳密に

統制されていたことが分かる。（文部省 1978）
1989年要領では，国際化の進展に対応し国際社会の
中に生きるために必要な資質を養うという趣旨から，

コミュニケーション能力育成や国際理解の基礎を培う

ことが示された。しかし，外国語科の目標にはコミュ

ニケーション能力育成の文言は見られない。一方，態

度の目標として「積極的にコミュニケーションを図ろ

うとする態度」が示され，コミュニケーション能力育

成はまず態度からという方針が読み取れる。この積極

的な態度は，その後現行の2008年要領まで常に目標
として示されており，コミュニケーション能力育成の

キーワードと考えることができる。また，「聞くこと」

と「話すこと」が独立し４領域になり，入門期では特

に音声による言語活動が重視されたが，３年間をとお

しては４領域のバランスをとることが必要とされた。

指導内容のうち語彙や文法等は学年指定が外され，学

習者のニーズへの対応が容易になった。（文部省 1989）
1998年要領では，国際化の進展に対応し外国語を
使った日常会話や簡単な情報交換ができるような基礎

的・実践的なコミュニケーション能力を身に付けるこ

とがどの生徒にも必要との認識に立ち，中学校外国語

科が初めて必修とされた。改訂の基本方針には「外国

語による実践的コミュニケーション能力の育成にかか

わる指導を一層充実する（文部省 1999：２）」ことが
掲げられ，外国語科目標に「聞くことや話すことなど

の実践的コミュニケーション能力の基礎を養う」こと
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が示された。また，「聞くことや話すことなど」が明

示され，音声重視が３年間を通して貫かれる目標であ

ることが明らかになった。さらに，学年目標は各学校

で定めることとされ，指導内容のうち言語活動も学年

指定が外されたことにより，各学校が設定した学年目

標にしたがい，学年枠にとらわれず言語材料を用い，

言語活動を創意工夫することが可能になった。（文部

省 1999）
「実践的コミュニケーション能力」とは，文部省

（1999）によれば，「単に外国語の規則や語彙などに
ついての知識をもっているというだけでなく，実際の

コミュニケーションを目的として外国語を運用できる

能力」と定義されているが（p. 7），これは，2008年
要領の「コミュニケーション能力」の定義とも重な

る。平田和人（1998）は，実践的コミュニケーション
能力について「そもそも言語の現実的な使用を念頭に

おかないコミュニケーション能力というのも考えにく

く，実践的という言葉は特別なコミュニケーション能

力を指しているというよりむしろコミュニケーション

能力の育成を一層現実に即して捉える強調の表現（p. 
68）」と述べている。このことから，「実践的」とは
コミュニケーション能力を現実の場面等を念頭に入れ

て育成することを強調したものと解説している。しか

も，1998年要領改訂の基本方針にある「一層の充実」
という文言からは，実践的なコミュニケーション能力

育成が1998年以前に既に始まっていたという含意が
読み取れる。これらを総合するならば1998年要領の｢
実践的コミュニケーション能力｣育成とは，1989年以
降追究されてきたコミュニケーション能力育成の一つ

の完成された姿であると考えられる。

しかしながら，2008年要領は，小学校への外国語活
動の導入，2001年，2003年の教育課程状況調査の結
果からの語彙や文法力等の課題，PISA型読解力と関
連した言語活動の充実等，中学校外国語科を取り巻く

環境の変化のなかで改訂された。そのような背景のも

と「聞くこと，話すこと，読むこと，書くことなどの

コミュニケーション能力の基礎を養う」ことが外国語

科の目標とされ，音声のみならず文字言語への注目が

みられるようになる。1998年の「実践的コミュニケー
ション能力」に対し，2008年の「コミュニケーショ
ン能力」は定義の文言は同じでも質的な変化がみられ

る。文科省（2008）は，小学校外国語活動で育まれ
る音声的能力の素地のうえに，中学校では４技能をバ

ランスよく育成することが必要と解説しているが（p. 
7），第５学年，第６学年の週１時間（年間35時間）の

活動で，音声面の素地が十分養われるとは考えづら

い。むしろ，2008年要領の目標は，音声言語から文字
言語重視への転換を印象づけようとしたものであり，

理解した内容を自己の体験や考えと結びつけて表現し

発信する能力の育成が目指されている。音声言語によ

るコミュニケーションでは正確性より流暢さが強調さ

れるが，文字言語では音声言語に比し正確性がより求

められると考えられる。

Ｂ　実際の使用場面を重視する言語活動の展開

文部省は1989年要領に続き指導資料等（文部省，
1991a；1991b；1993）を出版し，コミュニケーション能
力育成における言語活動の理論と展開例について啓蒙

を図ったが，中高の学校現場では模倣的な口頭練習が

多く行われコミュニケーションを目指す言語活動はあ

まり行われていないのが実情であった。そこで，1997
年教育課程審議会「中間のまとめ」では，言語活動に

ついて「具体的な使用場面やはたらきを考慮した基礎

的・基本的なものに厳選し，実際に使用する経験を重

ねる」ことによって「実践的コミュニケーション能力」

の育成を図ることが提言された（新里 1998：76-77）。
1998年要領は言語の使用場面と言語の働きについ
て，英文や対話文を添え具体的に例示している（文部

省 1999：25）。言語の使用場面は「ａ特有の表現がよ
く使われる場面」と「ｂ生徒の身近な暮らしにかかわ

る場面」に分類され，また，言語の働きは「ａ考えを

深めたり情報を伝えたりするもの」「ｂ相手の行動を促

したり自分の意思を示したりするもの」「ｃ気持ちを伝

えるもの」に分類され，それぞれ相当数の下位項目が

示された。新里（1998）は，「場面やはたらき」を取り
入れた言語活動への批判に対し，それらの言語活動で

は「場面やはたらき」に特有な形式的表現を単に暗記

し使えるようにするだけではないと述べ（pp. 76-77），
学習者みずからの考えや情報を伝達する活動がそれに

続いて行われることをほのめかしている。

言語活動は，従来は学年ごとに分けて示されていた

が，1998年要領では学年枠を外し，領域ごとに４項目
ずつ提示された。しかも，文部省（1999）は，言語活
動の配慮事項として「互いの考えや気持ちを伝えあう

などのコミュニケーションを図る活動」と「言語材料

についての知識・理解を深める活動」とのバランスに

配慮し，どちらか一方の活動だけに偏ることなく，発

音や語彙，言語の構造等の言語材料の習熟にも努める

よう求めていた（pp. 23-24）。一般に，コミュニケー
ション能力育成の外国語教育では，文法等の言語材料
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の指導が不十分であると考えられているが，1998年
要領はそのリスクを避ける配慮が一応なされていたと

考えられる。

2008年要領は，言語活動について若干の変更がみら
れた。言語活動の指導事項は，それぞれの領域で課題

と考えられることに対応するため各領域とも１項目増

え５項目で構成され，特に，書くことは全体的に再構

成され正しく書くことが強調された（文科省 2008：
９）５

)
。また，言語の使用場面は1998年要領を踏襲した

ものの，言語の働きに関しては，小学校・高等学校と

の統一を図るために再編成された（文科省 2008：21）。

Ｃ　実際の活用を重視する文法指導とその問題

コミュニケーション能力育成において言語の使用場

面や働きに着目した言語活動が行われ，使用経験の積

み重ねが重視されるなか，文法指導はどのように取り

扱われていたのだろうか。1989年要領では文型や文
法事項を含め言語材料の学年指定が外され，各学年の

言語活動にふさわしい言語材料を柔軟に選ぶことがで

きるようになった６)
。また，文法事項の学年枠の廃止

は，文法シラバスからの脱却が可能であり，1998年要
領の言語の使用場面や言語の働きによる新たなシラバ

ス概念の導入への道を拓くものであった。

また，一部の複雑な文型や文法事項については，理

解の段階にとどめ発表の段階にまで高める必要がない

ことが示された。理解と発表の区分は，1998年要領に
も引き継がれたが2008年要領では姿を消している。全
体的に1998年要領までは語彙や文法事項は縮小され
制約されていたが，2008年要領では授業時数の増加
もあり語彙数が拡大され関係代名詞等文法事項への制

約も解除されている。

さらに1998年要領の文法指導に関して，指導内容だ
けでなく指導方法の改善にも言及され言語活動と文法

指導の関連が強調された。文部省（1999）は，文法指
導を「用語や用法の区別などの指導が中心にならない

よう配慮し，実際に活用する指導を重視すること」に

ついて以下のように解説している。

　　今回の改訂においては，実践的コミュニケーショ

ン能力の育成に重点を置き，生徒が相手の意向を理

解したり自分の考えなどを伝えたりできるようにす

ることを目標として掲げた。その目標の実現のため

には，言語活動の効果的な指導が極めて重要である。

このような観点から，限られた学習時間を有効に活

用するため，文法事項の指導に当たっては，文法用

語の解説や用法の区別など，詳細な指導に陥らない

ことが大切であり，この項目はそのことを明示した

ものである。文法事項の指導に当たっては，言語の

運用が容易になるような知識に焦点を当て，そのよ

うな知識の獲得によりコミュニケーション能力の育

成が図られるよう配慮することが必要である。（p. 52）

この解説では，1998年要領の年間授業時数が最大35時
間減の105時間に縮小されたなかで，実践的コミュニ
ケーション能力育成においては，言語活動が主にな

り，文法指導は従という位置づけがなされた。しかも，

文法用語の解説や用法の区別などの細分化された文法

知識の積み重ねではコミュニケーション能力育成に十

分な成果は期待できないと考えられ，言語の運用に直

接かかわる文法だけに焦点をあて文法を体系的に指導

する必要がないことも示唆されている。しかし，教室

外で実際に言語使用する経験が望めない外国語教育環

境では，文法内容は教室で体系化され一般化されるこ

とが必要である。文法用語の理解が文法概念の理解に

直接結び付くわけではないが，名前のない概念を理解

させることは難しい。しかし，1998年要領の文法指導
の配慮事項の記述は，「実践的コミュニケーション能

力」育成に当たる現場の教師の文法指導を制約し，文

法用語を用いることを委縮させるネガティブな作用を

したと考えられる。

1998年要領の「実践的コミュニケーション能力」の
成果は，2001年及び2003年の教育課程実施状況調査
や，2005年及び2010年の特定の課題に関する調査に
よって測定され分析されたが，慣用表現等の定着は比

較的良好であるが語順等の文を構成する力や，一貫し

た内容の文を構成する力が定着していない等，その課

題が浮き彫りになった。それらの課題解決を図るため

に，中央教育審議会の答申を経て2008年要領が告示さ
れている。

文科省（2008）では，コミュニケーションを支える
ものとして文法指導が位置づけられ，課題とされた語

順や後置修飾等の指導については，従来の学習文法で

は十分取り上げられなかった視点から学習者の弱点の

克服が配慮された。しかしながら，「言うまでもなく，

文法の指導はコミュニケーションの育成を図る指導と

対立するものではなく，（中略）豊かな内容を伴うコ

ミュニケーションを行うためには，正しい文法の基盤

が必要である（文科省 2008：45）」という解説には，
二つの問題がある。一つは，文法とコミュニケーショ

ンの関係は対立するものでないと断じることによっ
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て，この点に関して何ら議論がなかったかのように見

せていることである。もう一点は，コミュニケーショ

ンには「正しい」文法基盤が必要であると断じている

ことで，この正しさを強調しすぎれば以前の文法シラ

バスへと振り子は大きく揺り戻されることになる。こ

の二つの問題は，もう少し丁寧に議論されるべきと考

えられる。

　本章では，中学校学習指導要領等の分析をとおし

て，「①学習指導要領はコミュニケーション能力育成

と文法指導をどのように関連付けてきたか」について

分析した。その結果，コミュニケーション能力育成の

ための条件が整備された1998年要領の「実践的コミュ
ニケーション能力」において，①文法指導の重要性は

認識されていたものの言語活動が文法指導以上に重視

されていたこと，②文法指導では用語の解説や文法事

項の整理について否定的に考えられたため，学習者の

文法概念形成が不十分であったこと，③言語活動をと

おして文構造や文法のルールの定着と一般化を図ろう

とする指導法は十分に機能しなかったこと，その反動

から現在は，④文法指導の意味だけでなくコミュニ

ケーションの意味にも変化の兆しがみられる不確実な

状態であることを明らかにした。

第３章 　概念・機能的アプローチと学習指導要領の関
連

本章では，「②欧州の概念・機能的アプローチは学

習指導要領にどのような影響を及ぼしたか」につい

て，主として1970年代から80年代前半の概念・機能シ
ラバスに関する文献を対象としてその特長と課題を分

析し，学習指導要領等にみられるコミュニケーション

能力育成の考えとの関連について考察する。

Ａ　概念・機能的アプローチの特長と課題

　1970年代の欧州では，外国人労働者人口が増加し
成人移民の言語学習の重要性が認識され，欧州評議会

（the Council of Europe）は現代語部門のプロジェクト
を立ち上げた（山川智子 2007：97-98）。概念・機能
的アプローチ成立の基盤となったWilkins（1976）や
van Ek and Alexander（1975）は，当該プロジェクト
への提案として書かれたもので，Wilkins（1976）は，
それまで外国語教育で中心にあった文法シラバスに対

し，意味の伝達を主眼とする「概念シラバス（Notional 
syllabuses）」を提案している。「概念シラバス」は主

として意味・文法カテゴリーと言語機能カテゴリーの

二つの下位カテゴリーからなる。一方，van Ek（1975）
は，意味・文法カテゴリーに相当するものを「概念

（Notions）」と呼び，「機能（Functions）」と併せ全
体のシラバスを構成している７)

。本論では，Wilkins
（1976）の全体シラバスを「概念シラバス」と表記し，

van Ek and Alexander（1975）の全体シラバスは「概念・
機能シラバス」とし，下位カテゴリーは概念シラバス

と機能シラバスと表記する。また，Johnson（1981）は，
概念と機能の違いについて経験則から話者の意図を表

すものが機能であるとしている（p. 5）。
Wilkins（1976）は，この時点で既に「概念シラバ

ス」を欧州評議会の様々な会議資料や文献の形で提案

していたこと８)
，「概念シラバス」が既に広範囲に受

け入れられ実践に移されていたこと，「概念シラバス」

は言語学や教育学による検証を経ていない暫定的な提

案であることをその前文で明らかにしている。「概念

シラバス」の特長は学習の開始段階から，文法や場面

を視野に入れ，言語事実の伝達面を考慮に入れている

ことであり（Wilkins, 1976：19），「概念シラバス」は，
学んだことが即使用につながるような移民や一時的労

働者対象の短期コース，外国語学習に一度失敗した

人々へのリメディアル教育に効果的と考えられた。一

方，学習目的が一般的で高度な言語習得を目指す初習

者対象のグローバル・コースでは，文法指導の重要性

が認められている（Wilkins, 1976：67）。
Van Ek and Alexander（1975）は，成人学習者を対

象とする単元・単位制（unit/credit system）の外国語
教育のプロジェクトのシラバス作成のための内容細

目であり，さまざまな学習者のニーズに対応できる

「共通核（common core）」として，しかも必要に応じ
て項目を選ぶための参照リストとしての性格をもつ。

Threshold level（以下，『Ｔレベル』と略記）では，特
に言語機能と一般概念が重視されている。言語機能

として「事実に関する情報を伝え，求めること」「知

的態度を表現し，見出すこと」「情動的態度を表現し，

見出すこと」「道徳的態度を表現し，見出すこと」「物

事をやってもらうこと（説得）」「言葉を用いて社会生

活に適応すること」があげられ，同様に，一般概念と

して「存在」「属性と特質」「関係性」があげられている。

また，トピックと関連した特定概念として「個人のア

イデンティティ」「家と家庭」「旅行」「他者との関係」

「買い物」「飲食物」「場所」「天候」等があげられている。

『Ｔレベル』とは一番初歩の段階を意味するが，さ

らに易しい途中段階を示すものとしてWaystage（以下，
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『ウェイステイジ』と表記）が設定され（van Ek et al., 
1977），学校教育向けの『Ｔレベル』も編集された（van 
Ek and Alexander, 1976）。さらに，『Ｔレベル』と『ウェ
イステイジ』はともに1991年に改訂され，欧州の言語
教育における基盤としての役割を長年にわたり果たし

ている（van Ek and Trim, 1991a, 1991b）。また，『Ｔレ
ベル』の協力者であったAlexanderは，『Ｔレベル』を
具現化するために12のテーマ領域からなる成人初心
者用テキストを作成している（Alexander, 1978）。
「概念・機能シラバス」は，特殊目的の外国語教育

のために開発されたものであったが，学校教育にその

まま適用できるという誤解を人々に与えがちであっ

た。C. J. Brumfit（1984）は，1970年代の外国語教育
の状況として「外国語教育の刷新として誇らしく提示

された特殊目的の英語教育理論や『概念・機能シラバ

ス』が含意していることを，行政担当者が十分理解し

ないままにそれらを集中的かつ性急に学校教育に適用

することによって現場教師の仕事が妨げられてきたこ

と」，「その結果，国家レベルの外国語教育システムが

コミュニカティヴで機能・概念的になったものの，短

期間の試行後，旧来のシステムに退却したこと」を伝

えている（p. 1）。
概念・機能的アプローチは，文法指導を無視してい

るわけではないが９)
，学習目的により文法指導の内容

と方法が考えられなければならない。学校教育におけ

るコミュニケーション能力育成では，「概念・機能シ

ラバス」と文法シラバスとの関連をどのように図るか

が課題とされ，その方法が議論され様々な提案がなさ

れた。Brumfit（1981）は，文法シラバスを中軸にすえ，
「概念・機能シラバス」が螺旋状に文法シラバスを取

り巻くモデルを提示し，Yalden（1987）は，文法形態
と言語機能が学習の進行とともに反比例していくモデ

ルを紹介している。また，R. V. White（1988）は，そ
れまでのシラバスを分類し内容中心のタイプＡと指導

方法中心のタイプＢに区分し，タイプＢに位置づけた

タスク中心シラバスに注目している。1980年代後半
以降，コミュニカティブ・ティーチングは新しい段階

へと展開する。しかし，概念・機能アプローチにおい

ても，それ以降の意味伝達重視の教授法においても，

コミュニケーション能力育成における文法指導のあり

かたは解決されない課題として残されている（田崎編 
1995：260）。

Ｂ　概念・機能的アプローチと学習指導要領の関連と

その問題

　本節では，概念・機能的アプローチ（NFA）と学習
指導要領（要領）におけるコミュニケーション能力，

特に「実践的コミュニケーション能力」との関連を，

「成立背景」「音声重視」｢積極的態度｣「言語の使用

場面と働き」「言語活動に活用するための文法指導」「文

の創造的産出と文法」「理解と発表の区分」の観点か

ら比較考察する。

○成立背景：NFAの成立は，1970年代の欧州の経済成
長と関連し外国人労働者人口が増加し成人移民の言

語学習の重要性が認識されたことが背景となってい

る。要領は，国際化の進展やグローバル化による国

際交流や異文化理解の必要性から外国語によるコ

ミュニケーション能力の育成が求められた。いずれ

も国境を越えた人的交流の活発化が成立の背景に

あった。

○音声重視：『Ｔレベル』では，学習者がオーラルで

外国語を使用するニーズが文字言語を使用するニー

ズよりはるかに高いため，本質的にオーラルなコ

ミュニケーション能力の水準が表されている（van 
Ek and Alexander, 1975：24）。「実践的コミュニケー
ション能力」では特に，聞くこと，話すことが重視

され，NFAと共通する。
○積極的態度：要領では，少々の間違いなど気にしな

いで言葉を使うことが大切という認識を生徒にもた

せることや（文部省 1991b：5-6），コミュニケーショ
ンを進めるための方略や定型表現の習得を必要とし

ている（文部省 1993：16-18）。NFAに関しては，方
略能力は，Canale（1983）のコミュニケーション能
力の一つであり（田崎編 1995），また，少々の間違
いを気にしないということは，「言語形式の破たん

を無視しても意味を通じさせることを優先する（長

澤 1988：28）」というコミュニカティヴ・ティーチ
ングの考えと共通する。

○言語の使用場面と働き：1998年要領の「言語の使用
場面」とvan Ek and Alexander（1976）の「話題関連
の行動」とを比較すると，「家庭での生活」「買い物」

「旅行」が一致し，「自己紹介」や「食事」など類似

の項目がみられる。同様に，「言語の働き」と「言

語機能」を比較すると，前者の「考えを深めたり情

報を伝えたりするもの」は，後者の「事実情報の付

与と探究」に相当し，「相手の行動を促したり自分

の意志を示したりするもの」は「物事をやってもら
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うこと（説得）」や「感情的態度の表出と探究」「道

徳的態度の表出と探究」に相当するなど類似が多く

みられる。要領の「言語の使用場面」や「言語の働

き」は，van Ek and Alexander（1976）の多くの項目
の中からわが国の学習者のニーズに合うものを厳選

したと考えられる。

○言語活動に活用するための文法：NFAでは，文法項
目についてはコミュニケーションの文脈に直ちに応

用されるものを選択しドリルを行い，授業で扱う時

間がない文法項目は自学するよう指示し，文法的に

複雑な発話については初期の段階では慣用語句の

ように学ばせる（Alexander, 1981b：262）。これは，
文法事項の取扱いについては，「実際に活用する指

導を重視する（文部省 1999：52）」と共通する。
○文の創造的産出と文法：NFAでは，一般機能カテ
ゴリーにおいて言語活動を具現化するものとし

て定型表現と文法体系をあげている（van Ek and 
Alexander, 1975：248）。新里（1998）は，「場面やは
たらき」を言語活動に取り入れることへの批判に答

え，それらの言語活動の意味が「場面やはたらき」

に特有な形式的表現を単に暗記し使えるようにする

ことだけではないと述べ（pp. 76-77），学習者みず
からの考えや情報を伝達する活動が定型表現の後に

続くことをほのめかしている。

○理解と発表の区分：『Ｔレベル』や『ウェイステイジ』

では，シラバス細目に取り上げているすべての語彙

と文構造について理解の段階にとどめるもの（Ｒ）

と発表の段階まで高めるもの（Ｐ）とに分けている。

1989年と1998年要領では複雑な文型等について理解
の段階にとどめることが示されている。

概念・機能的アプローチの中核となる７項目につい

て学習指導要領のコミュニケーション能力との比較か

ら，多くの項目で両者の関連がみられ，特に「音声重

視」「言語の使用場面とはたらき」「言語活動に活用す

る文法」「理解と発表の区分」では強い関連がみられ

た。これらから，学習指導要領が概念・機能的アプ

ローチの重要な理念や内容，方法そして課題を踏まえ

ていたことがうかがわれる。しかしながら，「言語活

動に活用する文法」指導の考え方が両者において類似

していることについては検討が必要である。一方が成

人の特殊目的の短期の初習者対象，もう一方が一般目

的の学校教育の初習者対象であることを考えれば，同

じ方法が一般目的の文法指導として適切とは言えな

い。成人の初習者向けのシラバスがそのままでは学校

教育には通用しないことが，1980年代の概念・機能的
アプローチの最大の問題であったが，言語活動優先で

文法指導を従とした1998年要領の解決の図り方には
問題があったと考えられる。

第４章　おわりに

　本論では，今後の伝達重視の外国語教育においてコ

ミュニケーション能力育成と文法指導の関係について

検討するため，①学習指導要領はコミュニケーション

能力育成と文法指導をどのように関連付けてきたか，

②欧州の概念・機能的アプローチは学習指導要領にど

のような影響を及ぼしたかについてそれぞれ分析を行

い問題点を明らかにした。

①については，1977年から2008年までの学習指導
要領を，教科の目的の変化，言語活動の変化，文法指

導の変化の３観点から分析した。1998年要領では，文
法指導の重要性は認識されていたが言語活動のほうが

より重視されたため文法指導の位置づけは低くなり，

しかも，文法指導のための用語の解説や文法事項の整

理をすることが否定的に考えられたため，学習者の文

法概念形成が十分でなかったと考えられる。さらに，

言語活動をとおして文構造や文法ルールの定着と一般

化を図る指導も十分に機能しなかった。その反動から

現在は，「正しい」文法基盤が求められているが，そ

れは文法指導のみならずコミュニケーション能力育成

の本質にもかかわる大きな変化の兆しであることも明

らかにした。

　②については，最初に概念・機能的アプローチの成

立とその特長を分析し，次いで概念・機能的アプロー

チと学習指導要領について７つの観点から比較分析し

た。両者の類似点が多く見られ，学習指導要領が概

念・機能的アプローチから広く影響を受けていたこと

がうかがわれた。そのなかで問題と考えられたこと

は，一般目的の学校教育の「実践的コミュニケーショ

ン能力」育成における文法指導の位置づけと方法が，

特殊目的の成人の初習者対象の概念・機能的アプロー

チと類似していたことである。概念・機能的アプロー

チでは，特殊目的の概念・機能シラバスがそのままで

は一般目的の指導に適用できないため，文法シラバス

と概念・機能シラバスのバランスや融合が工夫されて

きた。しかし，「実践的コミュニケーション」は文法

指導の重要性に気づきながらも言語活動に奉仕するだ

けの文法指導で十分と考えた。しかし，①で見たよう

に言語活動をとおして文構造や文法ルールの定着と一
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般化を図る指導は十分に機能しなかったと考えられ

る。

　以上の考察を踏まえ，今後の伝達重視の外国語教育

においては，文法指導は言語活動に従属するものでな

く外国語学習の重要な内容の一つであるという位置づ

けを与えることが必要と考えられる。これは，文法知

識を覚えることが目標でなく，文法概念を形成するこ

とで文の生産力を高めるのである。しかも，文法の学

習内容が発見の驚きと豊かな生産性のあるものに再構

成され，学習者によって習得されることにより，意味

伝達としてのコミュニケーション能力育成に大きく貢

献するものになると考えられる。

　本論では，学習指導要領と1980年代前半までの概
念・機能的アプローチとを関連付けて分析した。今後

は，それ以降の第二言語習得研究との関連付けや小学

校外国語活動も包含した分析について議論されること

が必要である。

注

１） 概念・機能的アプローチとは，田崎清忠（編）（1995）によれば，
「言語の形式よりも，意味と機能を重視し，それを主たる軸にし

て教材を編成すべきであるとする。どのようなnotionsとfunctions
を選んだらよいのかを決定するのは，言語を用いて何をしたいの

かという学習者のニーズである。そのような原則から生まれた教

材に基づき，指導にあたっては，現実的な場面で言語を使用する

ことを重視する」教授理論である（p. 221）。
２） コミュニケーション能力の定義として，Canale（1983）の「文
法能力」「社会言語的能力」「談話能力」「方略的能力」が知られ

ているが，学習指導要領解説では言及されていない。

３） コミュニカティヴ・ティーチングの創始者については諸説があ
るが，「ノーショナル・シラバス」を提唱したウィルキンズとい

う見方が有力である（田崎編，1995，pp. 244-246）。
４） 青木昭六，田中正道（編）（1985）や，長澤邦紘（1989）では，
背景や理論面の紹介とともに実践への提言や実践例が紹介されて

いる。

５） 新たに加えられた指導事項は，「まとまりのある英語を聞いて，
概要や要点を適切に聞き取ること」「与えられたテーマに付いて

簡単なスピーチをすること」「話の内容や書き手の意見などに対

して感想を述べたり賛否やその理由を示したりなどすることがで

きるよう，書かれた内容や考え方などをとらえること」「語と語

のつながりなどに注意して正しく文を書くこと」「自分の考えや

気持ちなどが読み手に正しく伝わるように，文と文とのつながり

などに注意して文章を書くこと」である。

６） 1989年以降の中学校検定教科書では，過去形や受動態，不定詞
等の文法事項について独自のシラバスを組むことが可能になった。

７） K. Johnson（1981）は，概念シラバスという用語が，Wilkinsで
は二つの下位カテゴリーを統合した全体シラバスを表すのに対

し，van Ekでは下位カテゴリーの一つを表すため用語上の混乱が

生じていたと述べている（pp. 3-5）。
８） Wilkins（1974）などが含まれている。
９） Alexander（1981a）は，機能・概念的アプローチに関する最も
愚かな誤解は，文法に無頓着であると考えられていることであ

り，文法力がなければ真の社会的意味においてコミュニケーショ

ン能力を獲得することはできないと述べている（p. 16）。
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